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受取人を変更することにより、なんとか相続税を払える

ことがわかり、ホッとした春樹さんと直樹さん。今後は

兄弟で協力しながら、父母のことを看ていこうと話しな

がら帰っていきました。

●相続のためにいちばん大切なこと
　春樹さん、直樹さんは対策を講じられたので何とか納

税できそうですが、相続税や贈与税について勘違いして

いた、または正しい知識がなかったばかりに、思いのほ

か多額の税金がかかってしまうことがあります。「国はも

う一人の相続人」です。相続が発生してしまってからでは、

できることは限られてしまいます。相続税の特例や生前

贈与を上手に活用する、あるいは遺言の内容を工夫する

ことなどにより、相続税が数百万円～数千万円も違って

くる場合があります。相続に詳しい税理士などの専門家

に相談しながら、親御さんが元気なうちに相続対策をス

タートさせましょう。

　そして、相続の話をする際に目に見える財産のことだ

けでなく、親の生き方や想いなど目に見えない財産を「想

続」することもとても大事です。相続は死んだ後のお金

の話だけではありません。父母と一緒に過ごす「いま、こ

こ」こそ、かけがえのない「心の想続
4 4

」の時間だといえる

でしょう。そこで、最後に親御さんが存命の間に心を想

続するための3つのアイディアをご紹介します。

①わが家の家訓を作る

　父母の信条、座右の銘を教えてもらい、家族で相談し

ながら「わが家の家訓」を作り実家とそれぞれの自宅で壁

などに飾りましょう。わが家の家訓を家族で共有するこ

とで、離れて住む父母や兄弟との絆を感じられます。

②贈る自分史「家族遺産」アルバムを作る

　「家族遺産」は、子から父母へ、孫から祖父母へ「贈る

自分史」です。お正月やお盆に実家に集まったときに、

父母の子供時代や青春時代の想い出、子育てや仕事に奮

闘していた頃のこと、今の想いなど、じっくりと話を聴

いてみましょう。アルバムに載せる写真を家族で選び、

父母の来し方をまとめた文章を添えます。世界に1つだけ

相続基礎知識相続基礎知識
おさえておきた

い！
おさえておきた

い！

●生命保険の契約形態と課税関係
 生命保険は、同じように子が受け取ったとしても、
どのように契約していたかによって、次のようにかか
る税金の種類が異なります。

契約者 被保険者（亡
くなった人） 受取人 税金の種類

父 父 子 相続税（注１）
父 母 子 贈与税（注２）
子 父 子 所得税（注３）

（注１） 相続人が受け取る生命保険金については、「500万円×法定
相続人の数」の非課税枠があります。

（注２） 保険料の支払時には課税されませんが、母の死亡時に、父か
ら子へ贈与があったものとして贈与税が課されます。

（注３） （受取保険金－支払保険料－50万円）×1/2＝一時所得の金
額

　　　　 一時所得は、他の所得と合算して、所得税・住民税がかかり
ます。

【注】 本稿は2014年1月1日現在の税制に基づいています。今後の税制
改正により制度が変わる可能性があります。実際の運用に際して
は税理士等の専門家にご相談ください。

身近 相続対策身近 相続対策身近 相続対策な

●�生命保険の受取人は、相続税や代償金を払う人にし

ておく

　事例でみたように、生命保険は相続税の納税資金と

して活用することもできますが、生命保険を他の相続

人への代償金支払いの資金に充てるなど、遺産分割対

策として使うこともできます。代償金とは、たとえば

自宅を長男が相続するかわりに、長男から二男へお金

を払う、というような場合のお金のことです。この場

合にも、保険金の受取人は、代償金を払う人にしてお

かなければなりません。なお、生命保険の種類には、

終身保険、養老保険、定期保険などがあり、目的に適

う保険を選択しておかないと、いざという時に役に立

たないことがあります。まずは現在加入している生命

保険の契約内容について、相続対策の観点からも見直

してみましょう。
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内田 麻由子（うちだ まゆこ）
税理士。一般社団法人日本想続協会　代表理事。内田麻
由子会計事務所　代表。東京・港区にて相続・資産税専
門の税理士事務所を経営。相続に関するセミナー講師の
実績多数。財産の相続と心の相続（想続）を楽しく学ぶ『想
続塾』を主催。スローガンは「円満想続の3K～感謝・絆・
供養」。

武内 優宏（たけうち ゆうこう）
弁護士。2005年司法試験合格、準大手法律事務所勤務を
経て2011年法律事務所アルシエン開設。葬儀社の法律顧
問業務や遺言・相続に関する案件等高齢者に関する法的
問題を多く扱い、遺言・相続セミナーなど講演も多数行
っている。特に「おひとりさま」からの法律相談、孤独死
した方の遺族からの相談に精力的に取り組む。週刊ダイ
ヤモンド、月刊仏事など多数のメディアにも掲載。

＜筆者プロフィール＞

の「家族遺産」、長寿祝いのプレゼントにしてもよいですね。

③父母がお世話になったところに寄附をする

　相続財産のなかから、父母が生前にお世話になった、

あるいは応援していた団体に寄附をしてはいかがでしょ

うか。一定の寄附には税制の優遇もあります。寄附を通

じて「人間は自分一人で生きているのではない。さまざま

なご縁をいただいて生かされているのだから、少しでも

社会に恩返ししていこう」という想いを共有することは、

家族のこれからの人生をより豊かにします。生前から、

寄附したいところなどを聞いておきましょう。

　相続とは「相（すがた）を続ける」ことです。親がこれ

まで生きてきたその「相（すがた）」を子や孫が受け継い

でいくこと。これが本来の相続なのです。

　武内弁護士からのコメント ……………………………………

　相続税対策は、元気なうちでないとできません。契約を

するには、十分な判断能力がないといけないのですが、認

知症が進み、常に判断能力が欠ける状態になってしまうと、

保険契約内容の変更や不動産売買など財産に関する法律行

為（契約など）ができなくなってしまいます。

　そのような場合、契約をするには後見人を付けるのですが、

後見人は、本人のために業務を行うという立場なので、本

人ではなく相続人の利益となる相続税対策は、原則として

できないのです。相続税対策をお考えであれば、早めに専

門家に相談をしましょう。

　弁護士として相続紛争を扱っていると、とても悲惨な状

況を多く目にします。そのような状況を見るたびに、「遺言

さえあれば揉めなかったのに」と思います。遺言は、故人

の遺志を伝え相続紛争を防止する有効な方法です。

　人が亡くなるということは、ただでさえ悲しいことです。

その悲しい出来事をきっかけに、家族の間で争いが起きて

しまうということが、どれだけ遺族の心の負担になるか。

どうぞ想像していただきたいと思います。

　家族に対する感謝の気持ちを言葉にするとともに、万が

一にでも相続紛争が生じることを防ぐためにも、元気なう

ちに遺言を書いておこうと思っていただければ幸いです。

　遺言は「家族への最後の愛のメッセージ」だからです。

〈法律事務所アルシエンのご案内〉
アルシエンの弁護士は、依頼者の皆様との「ご縁」を大切
にし、共に泣き、共に笑える弁護士として、徹底的にサポ
ートします。また、不動産、相続・事業承継、メディア・
風評被害対策の分野に、公認会計士・税理士・司法書士・
社労士・中小企業診断士など多くの専門家との「ご縁」が
ありますので、ワンストップでの案件解決が可能です。

〒105－0001 東京都港区虎ノ門1－12－1 
虎ノ門第一法規ビル7F

TEL：03－5510－8255　　FAX：03－6674－2504
http://www.alcien.jp/

〈日本想続協会のご案内〉
日本想続協会では、“「円満想続の3K」は「感謝・絆・供養」”
をスローガンに、「そろそろ相続について考えておきたい」
「相続のことでちょっと心配なことがある」という40代
以上の方のための勉強会「想続塾」を毎月開催しています。
詳細・お問合せは下記まで。

一般社団法人日本想続協会®
〒107－0052 東京都港区赤坂4－1－1  SHIMA赤坂ビル5F
TEL：03－6454－1567　　FAX：020－4664－9664
http://n-sk.org/


